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（１）社会保障審議会医療保険部会

第184回 社会保障審議会医療保険部会（2024.10.31 開催） （出席：北川理事長）

議題 産科医療特別給付事業等について

発言

〇この件の方向性、具体的な施策については異論はない。今、各委員のおっしゃったような考え方に賛同して
いる。他方で、保険という概念に関しては、冒頭、佐野委員から出た御意見と我々は同意見で、この制度自
体が、社会保障政策と民間の保険制度のハイブリッドで進められたということで、スタート当時は大変画期的
なよい取組であったと考えている。

〇ただ、現在、こういう見直しが起こる際に、佐野委員からも指摘があったとおり、保険としてはどうなのかとい
う観点は決してなくなるものではないと考えており、今後の安定的な運用を考える際には、ぜひ、このハイブ
リッド型であるという点について、いま一度、議論を深めていただきたいと考えている。その意味でも、本件の
取扱いが決して前例となるようなことのないように、そこには御留意いただきたいと考えている。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第185回 社会保障審議会医療保険部会（2024.11.7 開催） （出席：北川理事長）

議題 社会保険診療報酬支払基金の抜本改組について

発言

〇審査支払業務自体が、保険者の業務と深く結びつきがあり、今後医療DXの推進を進めるに当たり、我々保
険者にとって非常に重要な役割を果たしていくと認識している。我々の業務等も関連しながら取り組まれてい
くという前提においては、現行の理事会に代わる新たな意思決定機関である運営会議においては、我々も含
め、支払基金の審査支払業務にも医療DXにも深く関係する保険者をはじめとしたステークホルダーが運営
会議に参画し、その意見を適切に反映できる構成としていただきたい。

〇その下の審査支払運営委員会については現状同様と記載があるが、ここについてもよろしくお願いしたい。

〇また、これまで審査支払業務は保険者が費用負担を行う形で運営されているが、今後新たに医療DXの業
務が加わることを踏まえ、今後の基金の組織運営のコスト負担の在り方についても、この機会にぜひ検討を
進めていただきたい。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第186回 社会保障審議会医療保険部会（2024.11.21 開催） （出席：北川理事長）

議題

〇被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について

〇医療保険制度改革について

〇出産費用の状況等について（報告）

発言

被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について

〇被用者保険の適用拡大について、 基本的な方向性は、これまで議論を重ねてきた方向でまとめていただい
たものと認識している。雇用の在り方に中立的な制度としていく観点から、企業規模要件の撤廃や5人以上
の従業員がいる個人事業所における非適用業種の解消については、その方向で検討を進めていただきたい。

〇なお、賃金要件については、全国の最低賃金の引き上げ状況なども勘案しながら判断するということは必
要だと考えている。

〇加えて、繰り返し申し上げているが、健診や特定保健指導といった保険者機能を発揮していくためには、短
時間労働者が事業主にとってほかの被用者と同じように、一定の関係性を基盤とした被用者としての実態を
備えていることが前提になると考えているので、ぜひこうした実態面についても御配慮いただきたい。

〇さらに適用、徴収、給付などの事務処理負担にも御留意いただくとともに、各保険者への財政影響の試算を
できるだけ早くお示しいただきたいと考えている。

〇次に、複数事業所勤務者の対応について、医療保険は保険者が多数存在しており、保険者ごとに保険料
率が設定されている状況。また、協会けんぼも都道府県別に保険料を設定している。今回示された方法では、
保険者間調整の新たな事務フローの構築や複雑かつ大規模な新しいシステム構築が必要となるなど、実務
面での大変大きな課題があると考えているので、検討に当たっては慎重な対応をお願いしたいと考えている。

〇続いて、年収の壁への対応について、保険料負担割合の変更は、特に中小企業において事業主の保険料
負担や手続の事務負担が大きく増えるといったことに留意をお願いしたいと考えている。

〇最後に、標準報酬額の上限につきましては、被保険者の実際の負担能力に応じた保険料の賦課となるよう、
標準賞与額の上限設定の見直しについては検討を進めていただきたい。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

発言

医療保険制度改革について

〇高額療養費の在り方については、全世代型社会保障の実現に向けて、また、被保険者の保険料負担の軽
減を図る観点からも、社会経済情勢の変化を踏まえて負担能力に応じた負担となるように見直していくべき
だと考えている。ただし、セーフティーネットとしての大変すばらしい役割があることを踏まえたきめ細かな見
直しが必要であると考えている。また、その際には国民に御理解いただけるよう、丁寧な周知・説明を行って
いただきたいと考えている。

出産費用の状況等について（報告）

〇出産費用について、改めて都道府県ごとに状況が大きく異なることが示されたと認識している。今後、検討
会で議論が進んでいくと思うが、妊産婦等の支援策をさらに充実させていくことが重要である一方、議論の内
容によって医療保険制度の在り方にも大きな影響があるテーマであるという側面から、現行の医療保険の仕
組みとの平灰や財政面の検証も含めて、ぜひ議論を尽くしていただきたいと考えている。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第187回 社会保障審議会医療保険部会（2024.11.28 開催） （出席：北川理事長）

議題
〇医師偏在是正対策ついて

〇医療保険制度改革について

発言

医師偏在是正対策ついて

〇少子高齢化が進む中、日本全国どこにいても必要な医療が受けられるよう持続可能な医療提供体制確保
に向けて、医師偏在是正は重要な案件だと考えている。

〇一方、医師偏在是正を含む医療提供体制の整備については、国の方針の下、都道府県が実施主体となっ
て取り組んできているものだと認識しており、 42ページに記載の「適切な給付を行うことは医療保険制度にお
いて保険者に求められる」、また、「医師少数地域における適正な給付の維持・確保は保険者にも一定程度
の責任が求められる」、ことから、医療提供体制整備について保険者に拠出を求めるという説明については、
論理的に飛躍を感じる。保険料を支払う事業主や被保険者にとって十分な説明になっていないのではないか
と考えている。

〇また、そうした保険者にも責任があるため拠出を求めるという説明では、今後、医療提供体制整備に関する
事業であれば、際限なく保険料拠出を求められる根拠となり得てしまうという懸念もある。

〇これまで医師偏在是正対策は、地域医療介護総合確保基金を活用して様々な取組を行っている。国の方
針の下、都道府県が実施する以上、今回新たに講じる支援策についても、国と都道府県とが負担する総合
確保基金の使途を精査していただき、総合確保基金による支援を拡充していけばよいのではないか。総合
確保基金による施策と、保険者に拠出を求めて行う施策とがどのように違うのか、なぜそういう整理かについ
てもご説明いただきたい。

〇外来医師多数区域における取組として、保健医療機関の指定権限や管理者要件が論点となっているが、こ
れも含め、規制的手法について医師偏在是正につながる真に実効性のある踏み込んだ対応を行っていくべ
きである。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

発言

医療保険制度改革について

〇高額療養費制度の在り方については、セーフティーネットとしての役割に留意しつつ、全世代型社会保障の
実現に向けて、また、被保険者の保険料負担の軽減を図る観点から、社会経済情勢の変化を踏まえた負担
能力に応じた負担となるよう見直していくべき。

〇今後見直しという具体的な結論に至る場合には、実務面から保険者がシステム改修等に必要な期間もある
ためその部分にも御配慮いただきたい。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第188回 社会保障審議会医療保険部会（2024.12.5 開催） （出席：北川理事長）

議題

〇医療保険制度改革について

〇国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策ー全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増や
すー」について（報告）

〇令和６年度補正予算案（保険局関係）の主な事項について（報告）

発言

医療保険制度改革について

〇高額療養費の在り方について繰り返し申し上げているが、高額薬剤や医療技術の高度化等によって医療
費が増大している中、セーフティーネットとしての役割に留意しつつ、全世代型社会保障の実現に向けて、ま
た、保険料負担の軽減を図る観点から、負担能力に応じた負担となるように見直していくべき。その意味で、
今回6ページにお示しされたモデルについては非常に合理性のある考え方ではないかと考えている。

〇ただ、今回の現行制度から所得区分を細分化する提案について、制度の変数を変えるのではなく、枠組み
を変更するような場合、システムへの影響が大きいため、施行時期については保険者がシステム改修に必
要な期間を確保できることにも御配慮いただきたい。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第189回 社会保障審議会医療保険部会（2024.12.12 開催） （出席：北川理事長）

議題

〇被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について

〇医療保険制度改革について

〇医療DXの推進等について

発言

被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について

〇各保険者への財政影響の試算を示していただいた。協会けんぽには、最終的にマイナス510億円ということ
で、一定の仮定を置いた試算ではあるものの、今般の適用拡大により協会けんぽの財政運営に大きな影響
が生じうることが分かった。

〇医療保険制度は、働き方や勤め先にかかわらずふさわしい保障を得られるようにするとともに、雇用の在り
方に中立的な医療保険制度としていく観点が重要だと考えており、今回の適用拡大はその観点から進めて
いくべきものと考えているが、今後、実際に適用拡大が行われる際には、保険者の状況に応じて対応が必要
となることをぜひご留意いただきたいと考えている。協会けんぽにおいても、財政への影響についてしっかり
と我々としても注視し、その影響を踏まえたうえでの財政運営に努めていく必要があると考えている。

〇また、最終的に155万人の方が新たに協会けんぽに加入する試算であるため、そうした場合の適用・徴収・
給付などの実務上の課題が発生する。加えて、健診や特定保健指導といった保険者機能を発揮するための
体制確保についても準備が必要。そうした点を考慮して段階的な施行とするなどの配慮をお願いする。

〇さらに、保険者機能を発揮するため、短時間労働者が、事業主との一定の関係性があることが被用者とし
ての実態を備えているということであり、この施策を進める中でこの前提にご配慮いただきたい。

〇いわゆる年収の壁への対応について、保険料負担割合の変更については、特に中小企業の事業主の保険
料負担や手続の事務負担が大きく増えることに留意いただきたい。

〇また、協会けんぽにおいては、適用・徴収の実務を年金機構に担っていただいていることから、年金機構の
実務上の対応についても十分にご配慮いただきたい。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

発言

医療保険制度改革について

〇高額療養費制度の見直しの方向性について、これまで申し上げてきた、セーフティネットとしての役割に留意
しつつ、全世代型社会保障の実現と保険料負担の軽減を図る観点から、負担能力に応じた負担となるような
見直しの形になっていると認識している。保険料負担の軽減の観点から、ぜひこの方向で見直しの検討を進
めていっていただきたい。見直しの時期については、システム改修等、保険者での実務運営にご配慮いただく
ことを改めてお願いする。

〇外来特例についても、平成29年、30年以降見直しがなされていないとのことで、経済環境が変化していること
を踏まえ、今般の見直しに合わせて、全世代型社会保障の構築や保険料負担軽減の観点から、見直しにつ
いて検討を進めていただきたい。

医療DXの推進等について

〇医療DXの推進について、DXはそれが実現した際には従来と比べて非連続的に新しい世界が実現するもの
であることから、そのゴールに向かって関係者が一致して目指して努力しなければならないものと強く感じてい
る。医療DXについては、非常に多くの困難があり、時間が必要であるため、国のリーダーシップの下、これが
実現されることを強く期待したい。

〇電子カルテ情報共有サービスの費用負担については、受益に応じた費用負担とすべきと繰り返し申し上げて
きた。保険者に運用費用負担を求める理由として「被保険者がより安全で質が高い医療を効率的に受けられ
る」ためと記載しているが、8月30日の医療保険部会で紹介された「全国医療情報プラットフォーム普及後の運
用費用については、国、保険者のほか、プラットフォームの利用にかかる受益者で幅広く費用負担する」という
考え方に基づき、すべての受益者が受益に応じた負担を行うことについて重ねて強くお願いする。加えて、保
険者に負担を求めることについては、保険料を負担する事業主や被保険者の十分な理解が得られるよう、今
後、その効果について具体的かつ丁寧な説明をお願いする。

〇医療DXの推進は、サービスの効率化や質の向上の観点から、将来の医療の発展に必要不可欠であると考
えており、医療関係者の皆様がそうした趣旨を十分に理解し、まずは電子カルテ情報共有サービスが十分に
普及され、患者のメリットにつながるよう、国のリーダーシップ、責任と費用負担において早急な普及に取り組
んでいただくようお願いする。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

発言

医療DXの推進等について（続き）

〇保険者の立場としては、健診結果の迅速な取得について大変期待しているが、現在、協会けんぽでは、保
健指導などに生かすために特定健診や事業者健診結果を取得する際、一定の誤記載があることから、情報
の確認、是正を行っている。スピードも重要だが、内容の正確性を強く求める。健診実施機関から登録される
健診結果の誤記載リスクへの対応について引き続き検討をお願いする。

〇支払基金の組織体制の見直しについて、以前申し上げた保険者をはじめとしたステークホルダーが運営会
議に参画できる構成としていただきたい。

〇審査支払業務は保険者が費用負担を行う形で運営されてきたが、基金に新たに医療DXの業務が加わるこ
とを踏まえて、その業務に関連する基金の組織運営の費用のあり方については、これまでと異なる考え方と
なることを前提に検討を進めていただきたい。

〇最後、救急時医療情報閲覧については、患者の安心・安全につながるものであり、その費用について、保険
者が担うことに一定の合理性があると認識している。現場への着実な導入をお願いするとともに、今後も、こ
うした医療情報閲覧の拡大については、医療保険部会での説明、議論をお願いする。
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（１）社会保障審議会医療保険部会

第190回 社会保障審議会医療保険部会（2024.12.19 開催） （出席：北川理事長）

議題 〇医師偏在是正対策について

発言

〇将来にわたり地域で必要な医療提供体制を確保するため、医師偏在是正は非常に重要な課題である。

〇医師偏在是正を含む医療提供体制の整備は、国の方針のもと、都道府県が実施主体となって取り組んで
いるもの。医療提供体制整備に保険料を充てることについて、保険料を負担する事業主や被保険者は、まだ
十分に納得していただけていないのではないか。

〇また、これまで医師偏在是正対策は、地域医療介護総合確保基金を活用して様々な取組を行っているが、
基金との役割負担についても、明確な整理と説明をお願いしたい。

〇仮にこのまま保険者に拠出を求めるならば、まずは、事業主や被保険者の十分な理解・納得が得られるよ
うな環境整備が必須であると考える。その上で、医師への手当増額の支援は、診療報酬を代替するものとい
う記載があるが、保険者からの拠出と診療報酬とを一体的に考え、医療給付費全体で確実に管理することを
徹底していただくことも大前提である。

〇加えて、今後の同様の視点から際限なく保険料拠出を求められることを大変懸念している。そうならないよう
法令等において明確に規定するとともに、この拠出を前例としてさらなる制度拡大を求める根拠としないよう
にしていただきたい。あわせて、今回の対策は、保険者協議会を活用して地域の関係者で協議するとあるが、
国や都道府県の意思決定の場に保険者を参画させ、保険者の意見を適切に反映できる仕組みが担保され
るようにお願いしたい。

〇外来医師多数地域における新規開業希望者への要請等のフローとして、医療法に勧告・公表の仕組みを
設けることに連動して、保険医療機関の指定も対応できる仕組みが必要だと考える。指定期間を３年とする
見直しについては、診療報酬上の対応や補助金の不交付等の措置を確実に講じ、実効性を担保していくよう
お願いする。その上で、さらに保険医療機関の不指定や取消を設けることについて、報告書で両論の意見が
あるが、今後実効性を確保するため、引き続き検討していただきたい。また、保険医療機関の管理者につい
ても、コンプライアンスの状況を鑑みれば、ぜひ導入すべきと考えている。

〇最後に、これらの新たな対策については、定期的に検証し、必要に応じて見直しをすることをお願いする。
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（２）中央社会保険医療協議会 薬価専門部会

13

第228回 中医協 薬価専門部会（R６.11.６開催） （鳥潟理事）

議題 令和７年度薬価改定について

発言

〇 令和６年度薬価制度改革で導入された評価指標は、後発医薬品の安定供給に向けて取り組んでいる企
業をバランス良く評価できる指標であると考えており、そうした取り組みを行っている企業が適切に評価され
るため、この指標の更なる活用を検討していくべきだと考える。
〇 そのため、公表が待たれていた評価指標も、可能な限り活用する方向で検討すべきと考える。また、評価
結果の公表についても、この評価指標は、安定供給が確保できる企業を可視化し、そうした企業の品目を医
療現場で選定しやすくなることを目的に導入したものであり、そうした目的に立ち返って検討を進めていくべき
と考える。
〇 また、安定供給の問題は、少量多品目生産といった後発品産業の構造的課題に端を発するものであり、
品目数の適正化につながる指標の追加についても、具体的な指標内容次第ではあるものの、前向きに検討
していくべきだと思う。
〇 不採算品再算定について、令和６年度では特例的な対応を行ったところ、適用された品目のほうが適用を
受けていない品目に比べて供給状況が改善した割合が高かったとの説明をいただいた。しかし、こちらの認
識としては、適用されたものの改善がなされなかった品目数が多いという印象。そうした状況を踏まえ、今後、
その適用のあり方についても議論していけたらと思う。



（２）中央社会保険医療協議会 薬価専門部会
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第229回 中医協 薬価専門部会（R６.12.４開催） （鳥潟理事）

議題 令和７年度薬価改定について

発言

〇 薬価調査の速報値が示されており、平均乖離率等の数値は前回よりやや低い水準となっているが、極端
な数値ではなく、通常どおりの薬価改定が可能なことがデータからも示されたのではないかと考える。
〇 ４大臣合意がある以上、国民負担の抑制や国民皆保険の持続可能性の観点から、令和３年度、令和５年
度薬価改定の前例を踏まえつつ、平時のルールに基づき、令和７年度薬価改定に向けて議論を進めていく
べきと考える。今後、新薬、長期収載品、後発品といったカテゴリー別のデータもしっかりと見ていきたいと思
う。
〇 骨太にも記載があるとおり、イノベーションの推進、安定供給確保の必要性、物価上昇など取り巻く環境の
変化を踏まえる必要性について理解している。
〇 しかし、繰り返し申し上げているが、ドラッグラグ・ロスや安定供給の問題は薬価のみで対応する問題では
なく、また、これまでにご提示いただいた資料などを踏まえると、令和７年度薬価改定の際に、何らか特別な
配慮する必要性があるかについては、まだ十分に腑に落ちていないところである。例えば、不採算品再算定
の特例対応については、供給状況改善の効果が出ているか、以前、提示された資料を見て、疑問に思ったと
ころである。
〇 通常の改定の流れであれば、次回以降、業界団体ヒアリングがあると思うので、今回の薬価改定にあたっ
て、特別に配慮すべき事情があるかについては、具体的なエビデンスに基づきご説明いただきたいと思う。



（３）社会保障審議会介護保険部会

第115回 社会保障審議会介護保険部会 （R６.12.9 開催） （出席：鳥潟理事）

議題 要介護認定の認定審査期間について

発言

〇 要介護認定は、介護サービスの給付に結びつくことから、基準に基づいた客観的かつ合理的な判断を行
う必要がある一方、迅速な判断を行うことで必要なサービスを早く届け、ご本人やご家族の安心につなげるこ
とが重要であると認識している。

〇 規制改革実行計画に基づき、認定審査期間の平均値の公表や目安となる期間の設定を行っております
が、目安となる期間内に認定・審査を行うためには、今後検討することとされている制度や運用の見直しが
不可欠だと考える。

〇 現場の皆様が要介護認定事務に時間がかかる原因になっていると感じている課題を踏まえつつ、早急な
検討をお願いする。
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（４）新たな地域医療構想等に関する検討会

第12回 新たな地域医療構想等に関する検討会（R６.11.20 開催） （出席：川又理事）

議題 〇 医師偏在是正対策について

発言

〇 医師偏在是正は重要な取組であると考えている。その前提の下で、医療保険者という立場から、特に費
用負担の件について申し上げたい。
41ページの下から2つ目の〇に、経済的なインセンティブの費用負担ということで、保険者からの拠出を求

めるという記述がある。その根拠として、「適切な給付を行うことは、医療保険制度において保険者に求めら
れるものであり、医師少数地域における適正な給付の維持・確保は保険者にも一定程度の責任が求められ
る」と書いてあるが、このような抽象的な説明だけではなかなか保険料を財源とする根拠としては不十分では
ないか。保険料を実際負担している事業主あるいは加入者にとって納得できる説明が求められるのではない
かと考えている。
こうした医師の偏在是正を含む医療提供体制の整備は、国の方針の下に、医療関係者のご協力を得て、

都道府県が実施主体として取り組んでいると理解している。したがって、こうした医師偏在による医療サービ
スの提供ということで、保険者にも責任があるという理屈には疑問がある。なかなか保険者としては直ちには
受け入れ難い面があると考えている。
また、医師偏在対策を含む医療提供体制の整備については、現在、地域医療介護総合確保基金を活用し

て様々な施策を実施していると承知しているが、この基金と今回新たにご提案の保険者に拠出を求めて行う
支援がどう区別され、どう違うのかというところについては、明確に説明が求められると考えているので、その
辺のご説明をお願いできたらと思う。
また、こうした保険料の財源について、診療報酬を通じてではなくて医療提供体制に直接拠出するというこ

とは、医療保険制度の基本の部分にも関わることだと思うので、この点については、別途、社会保障審議会
医療保険部会の場で、関係者がそろったところで十分に議論されるべき課題であると考えている。
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（４）新たな地域医療構想等に関する検討会

第15回 新たな地域医療構想等に関する検討会（R６.12.10 開催） （出席：川又理事）

議題 〇 医師偏在是正対策に関するとりまとめ（案）について

発言

〇 本日のとりまとめ（案）については、これまでの議論の内容を適切にバランスをとりつつまとめていただい
た。今後、具体的な方策について検討されるが、真に実効性のある医師偏在対策が進むことを期待したいと
思う。
〇 保険者の拠出に関する記載について、地域の医療提供体制の確保では、保険者においても一定の役割
が求められるという点については、保険料を負担する事業主や加入者が理解、納得できるような丁寧な説明
を今後お願いいしたいと思う。今後、医療保険の関係者が参加している社会保障審議会医療保険部会でも
議論を深めていただきたい。
〇 また、地域医療介護総合確保基金との役割を整理するとともに、今回新たに講じる事業の内容について、
法令等で明確に規定することが必要だと思う。
〇 診療報酬を代替するものという整理であれば、保険者の拠出と診療報酬とを一体的に考え、医療給付費
の全体をしっかり管理するほか、その対策の効果については定期的に検証し、必要に応じて見直していただ
きたい。
〇 国や都道府県の意思決定の場に保険者が参画をして、その意見を適切に反映できるよう配慮をお願いし
たい。
〇 医師偏在対策については、今後、保険者を含めた関係者が連携・協働して取り組めるよう、推進をしてい
ただきたい。
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医師偏在是正に向けた被用者保険関係５団体による厚生労働大臣への意見書（R６.11.29）


